
１．感染者の状況について

【週ごとの感染者の推移】

【新規感染者年代別割合】

3月11日時点

新型コロナウイルス感染症への対応状況等について

感染者数 1,850 1,617 3,467

熊本市内 熊本市外 合計

※1：1/7の週から公表曜日変更

※1：1/7の週から公表曜日変更

※1

※1
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２．検査件数について

検査件数について

　※　検査件数は、延べ人数（熊本市検査分）

　※　退院等基準に基づく検査分については含まない

３．感染拡大を踏まえた医療提供体制の再構築について

12月からの感染拡大により、病床が満床状態となり、入院等待機者が多く発生するなど、
医療提供体制が危機的な状況となったことから、県内の医療提供体制の再構築が行われた。

【熊本県の方針】
　Ⅰ 重症・中等症の患者やハイリスク患者に、確実に入院していただくための体制を強化
　Ⅱ 軽症・無症状の患者に、安心して療養していただくための見守り体制を強化
　Ⅲ 患者の症状等に応じて、入院・療養先を適切に調整

〈入院・宿泊・自宅療養の基準の見直し〉
　 ⇒ ２月１日から医師の判断のもとに、自宅療養が可能

【県方針を踏まえた本市の対策】
　① 自宅療養者への適切な支援
　　自宅療養者が安心して暮らせるよう、適切な健康観察の下、必要に応じて、外来診療
　　につなぐほか、食事や日用品の提供を行う。

　⇒　引き続き、パルスオキシメーターを配布し健康観察を徹底
　② 外来診療機関による診断
　　入院等待機者をはじめ、宿泊療養者・自宅療養者のうち症状が悪化した者等に対して、
　　速やかに診療機関を受診できる仕組みをつくる。
　③ 宿泊療養施設
　　現在、県と共同で運営している宿泊療養施設のうち１棟（６０室）を市利用施設とし
　　て、市が単独で運営し、県市調整を減少させることにより、更に効率的な運用を行う。

見直し前 見直し後（2月1日～）

・重症又は中等症である者 ・重症又は中等症である者
・軽症又は無症状で、以下の①～⑤に該当する者 ・軽症又は無症状で、以下の①～⑤に該当する者
　①６５歳以上の者 　①概ね７０歳以上の者
　②呼吸器疾患を有する者 　②重篤な呼吸器疾患を有する者

　③腎臓疾患、糖尿病等により臓器等の機能が低下しているお
    それがある者

　③腎臓疾患、糖尿病等により臓器等の機能が低下しているお
　　それがある者

　④臓器移植等により免疫機能が低下しているおそれがある者 　④臓器移植等により免疫機能が低下しているおそれがある者

　⑤妊婦 　⑤妊婦

※症状が改善傾向で、入院解除日まで３日以内の場合は、宿泊
　療養又は自宅療養を可とする。

※上記①～⑤のうち、入院が必要な状態ではないと医師が判断
　した者は、宿泊療養又は自宅療養を可とする。

・軽症又は無症状で、入院の①～⑤に該当しない者 ・軽症又は無症状で、入院の①～⑤に該当しない者
・軽症又は無症状で、入院の①～⑤に該当する者の
　うち、医師が宿泊療養可能と判断した者

※症状が改善傾向で、療養解除日まで３日以内の場合は、自宅
　療養を可とする。

・宿泊療養の対象となる患者のうち、医師が自宅療養可能と
　判断した者

※原則として、同居家族に①～⑤に該当する者がいる場合を
　除く。その他、本人の年齢（４０歳未満など）、家族構成
　や本人の希望等を勘案したうえで判断

入院

宿泊療養

自宅療養

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

83 541 1,487 460 212 848 3,478 2,029 2,697 2,499 6,671 10,313 1,689 409 33,416

4 8 27 1 0 38 148 33 155 118 561 689 46 22 1,850うち市陽性者数

検査件数
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